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◎新潟県告示第137号 

新潟県希少野生動植物保護条例（令和３年新潟県条例第８号）第10条第７項の規定により、次のとおり指定希

少野生動植物の指定を解除したので、同条第８項において準用する同条第５項の規定により告示する。 

令和４年２月18日 

新潟県知事  花 角  英 世 

指定を解除する指定希少野生動植物 ハクバサンショウウオ（サンショウウオ科） 


